
 

～農地のマッチング事業について～   

・必ずしも耕作者が見つかるものではありません。 

・耕作者が見つかるまでは、今までどおり農地の所有者が草刈りなど農地管理を行ってください。 

・登録された農地の情報（地番、面積、現地の写真など）は、豊橋市公式ホームページ及び農業企画課窓口 

にて公表されますが、所有者情報（氏名、住所、連絡先など）は開示されません。 

農地の所有者と耕作希望者をマッチングさせる事業です。 

「農地を貸したい、売りたいけど相手が見つからない」、「新しく農地を取得したいけど見つからない」 等

で悩まれている方は、ご利用をご検討ください。 

農地を貸したい人・売りたい人 

豊橋市ノウチマッチの登録申請をします。 

その後、市役所にて現地調査・写真撮影を行い、

耕作者を探します。 

① 登録 

② 交渉 

耕作者が見つかった場合、当事者間で条件（金

額・契約年数等）の交渉を行います。 

③ 契約 

交渉の上合意した後、利用権の設定（貸借）、所

有権移転を行います。 

農地を借りたい人・買いたい人 

ホームページ及び農業企画課窓口にて耕作を希

望する農地を探します。 

① 探す 

② 交渉 

希望する農地が見つかった場合、当事者間で条件

（金額・契約年数等）の交渉を行います。 

③ 契約 

交渉の上合意した後、利用権の設定（貸借）、所

有権移転を行います。 
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01 事業の流れ 

0２ 注意点 

0３ 問い合わせ先 

豊橋市ノウチマッチの最新情報は豊橋市公式ホームページで確認できます。

ぜひご覧ください。 
豊橋市ノウチマッチ 

耕作を希望する農地がない場合 

豊橋市ノウチマッチ耕作希望申請書を提出

してください。今後、耕作を希望する農地が

登録された場合、ご連絡いたします。 
耕作者が見つからない場合 

ホームページに農地の情報を掲載し、広く耕

作者を募ります。 

登録できる農地の条件 

・現況面積が、100㎡以上であること 

・耕作可能な農地であること 

豊橋市公式ホームページ 


